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国際標準化活動の基礎知識と実践的手法
https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/corporate/technology/rd/technical_journal/bn/vol14_1/vol14_1_076jp.pdf

拘束力を持つNormativeとその理解を助けるための情報提供的（Informative）が存在。

ある標準仕様に準拠したまたは適合した(＝Conformance）ということはNormativeな記述内容に合致することを意味し、Informativeな記述
内容に対する適合性をは必ずしも求められない。

○ドキュメントの承認プロセス

１．各省に拘束力を持つ又は持たせる（＝Normative、共通ルール)標準ガイドライン等の策定・改訂は、品質管理で査読後、技術検討会議・
各省協議を経てデジタル社会推進会議幹事会で承認。

２．各省の理解を助けるための情報文章（=Informative、デジタル庁ドキュメント）については、品質管理で査読後、技術検討会議で承認。た
だし、環境等の変化によって各省に拘束力を持たせることが生じた場合は、各省協議を経てデジタル社会推進会議幹事会に報告で承認。

３.デジタル庁有志による検討結果（ディスカッションペーパー）は、TFで検討を行い、品質管理で査読・承認。（必要に応じて技術検討会に報
告）

３．ディスカッションペーパー（１，２以外）

→デジタル庁有志による検討結果

○ドキュメントの種類

標準仕様書

１．○○○ガイドライン/スタンダード（Normative）

→各省協議を経て各省に拘束力をもつガイドライン

（標準ガイドライン、クラウド利用ガイドライン等）

２．○○○ガイドブック（Informative）
→各省の情報システム整備の理解を助ける文書
（サービスデザインガイドブック等）

TFにおけるドキュメントの整理
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各ドキュメントの承認プロセス（案）

技術検討会議
（承認）

品質管理
（査読）

デジタル社会推進会議幹事会
（承認）

○○○ガイドライン/スタンダード
（標準ガイドライン、クラウド利用方針、本人確認ガイド等）

○○○ガイドブック※２
（サービスデザインガイドブック）

ディスカッションペーパー

技術検討会議
技術検討会議

（必要に応じて報告）

品質管理
（査読）

ｃ

ｃ ｃ ｃ

品質管理
（査読・承認）

ｃ ｃ ｃ

○○TF △△TF ××TF

必要に応じて各TFに技術検討会議のメンバーが参画

各省協議※１

※１実務的には、品質管理の査読後に、技術検討会議への付議と各省協議を同時並行で行う。
技術検討会議後に、各省協議を踏まえて修正した事項については、技術検討会議の構成員に書面報告を行う。
ただし、方針レベルでの重要な変更を行う場合は、技術検討会議に再度付議することとする。

ドキュメントの分類

○○○ガイドライン/スタンダード：各省協議を経て各省合意の上の全府省の共通ルール。（Ｎｏｒｍａｔｉｖｅ）

○○○ガイドブック：各省の情報システム整備の理解を助ける文書。（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｖｅ）

ディスカッションペーパー ：技術的知見を共有する観点からデジタル庁有志等により作成した文書。

※２環境等の変化によって各省に拘束力を持たせる場合は、各省協議を経てデジタル社会推進会議幹事会で承認。
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名称の候補（案）

１．Normativeドキュメント

デジタル化推進ガイドライン/スタンダード

デジタル化社会推進ガイドライン/スタンダード

デジタル社会推進ガイドライン/スタンダード

２．Informativeドキュメント

デジタル化推進ガイドブック

デジタル化社会推進ガイドブック

デジタル社会推進ガイドブック
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参考
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FISC（金融情報システムセンター）

金融機関、保険会社、証券会社、ベンダー等からなる公益財団法人。金融機関の情報システム向けの安全対
策基準をまとめたドキュメントを策定している。FISC安全対策基準は、法的な強制力を持たない自主基準であ

るが、金融機関が情報システムを構築する際の安全対策基準として、事実上の標準ガイドラインとなっている。
実際に金融庁が金融機関に対して行う金融検査においても、情報システムのリスク管理に関してはこのガイド
ラインに基づいて行われている。

○クラウド事業者が公開しているFISC安全への準拠状況の公開○FISC組織図
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官庁営繕（国交省官庁営繕部）

官公庁施設の建設等に関する法律
（国家機関の建築物に関する勧告等）

第十三条 国土交通大臣は、国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造並びに保全について基準を
定め、その実施に関し関係国家機関に対して、勧告することができる。

技術基準（基準・要領・資料）
・「基準」とは、統一的かつ効率的に官庁施設の営繕等を実施するために必要となる技術的事項等を定めたもの。
・「要領」とは、営繕等の業務を統一的又は効率的に行うための業務管理に係る事項等を定めたもの。
・「資料」とは、基準又は要領を円滑かつ適切に実施するために必要となる資料、官庁施設の営繕等に当たっての指針となる事項等
をとりまとめたもの。
※統一基準については、官庁営繕関係基準類等の統一化に関する関係省庁連絡会議において決定・改定を行っている。
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